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別添４ 

令和 5年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業） 

「ワンヘルス動物由来感染症サーベイランスの全国展開に向けた基盤構築に資する調査研究」 

分担研究報告書 

 

動物由来感染症発生動向調査のためのシステム開発 

 

研究分担者 宇田 晶彦（国立感染症研究所 獣医科学部） 

 

 
 

 

Ａ．研究目的 

 

人獣共通感染症であるウエストナイルウ

イルス（WNV）は、フラビウイルス属に属

するウイルスで、蚊を媒介して哺乳類や鳥

類、そしてヒトに感染することが知られて

いる。1937年にウガンダのウエストナイル

地方で初めて発見され、以降オセアニア、

欧州、中東、西アジアなど各国での流行が

報告されている。ウエストナイル熱の症状

は、一般的には発熱や頭痛、関節痛などの

風邪様症状から、重症化すると脳炎や脳脊

髄炎などの神経症状を引き起こし、更に重

症化すると死亡するリスクがあると報告さ

れている。米 CDCによると、ウエストナイ

ル熱は米国では 1999年に初めて患者が報

告され、その後全米に広がり、2022年まで

に 56,575人の患者と 2,776人の死亡が確

認されている

（https://www.cdc.gov/westnile/statsma

ps/data-and-maps.html）。一方、日本では

2005年に輸入感染例が報告されたが、国内

での感染例は報告されていない。ただし、

感染した蚊や渡り鳥などが日本に持ち込ま

れれば、感染が拡大すると懸念されてい

る。 

日本では WNV感染の早期発見と防止のた

め、国立感染症研究所と関連機関が死亡カ

ラス数調査などの活動を行ってきた。この

死亡カラス数調査のために DBSR（dead 

bird surveillance report）システムが

2002年に開発され利用されてきた。同シス

テムは 2018年までの 16年間にわたり利用

されてきたが、老朽化の為に高額な更新料

（約 700万円）と保守費（100万円/年）が

必要とされた。しかし、このシステムの更

新にあたり、システム開発と保守費を抑え

ること（計 100万円/年）、且つカラス等の

鳥類だけでなく野生動物の死亡個体数を調

査する機能も求められた。その要望に応え

るべく DAS（dead animal surveillance）

システムを 2018年に構築した。この DAS

システムでは、①様々な新興・再興感染症

に対応できるような柔軟な拡張性、②シス

テムの自動化によりデータ登録に協力され

る方も、システム管理者も、可能な限り手

研究要旨：ヒトと動物が共通に感染する感染症（人獣共通感染症）は数多あり、野生動物に

おける死亡動向の把握は、何れの感染症においても重要な情報元となりうることが知られて

いる。そこで、カラスやその他鳥類、野生動物（コウモリ、ネコ、イヌ、シカ、クマ、イノ

シシ、アライグマ、タヌキ、キツネ、イタチ、ハクビシンなど）の死亡個体数を、インター

ネットを介して入力および閲覧できるように、DAS (dead animal surveillance) システム

を開発し運用を行ってきた。近年、愛玩動物からヒトへの感染リスクを持つ病原体の感染状

況を把握する需要も増してきたことから、これらの情報を一元管理する手軽なシステムが望

まれていた。そこで本年度は、これらの要望に基づき DASシステムの改修を行った。この改

修の結果、野生動物の死亡個体数調査と、愛玩動物等の病原体検査を一元管理できるシステ

ムが構築された。 
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間が掛からない運用、③定期報告によりデ

ータ登録に協力される方が意義を見出せる

運用を心掛け、システム開発を行った。

DASシステムは柔軟な拡張性があるがゆえ

に、これまでの逐次的機能追加によりシス

テム内部では不必要なプログラムコードが

散在していた。 

そこで本年度は、現有機能を維持したま

ま集計・閲覧機能や管理コンソールの刷新

とシステム内部プログラム群の再構築を試

みた。また、伴侶動物等の各種病原体感染

状況を把握する需要があるがあることか

ら、電子カルテシステムを中核とする検査

管理システムを構築することを目的とし

た。 

 

Ｂ．研究方法 

 

システム開発概要 

 改修した DASシステムは以前の機能を維

持しつつ、愛玩動物の検査管理システムを

追加することとした。また、以前の DASシ

ステムは PCの主要ブラウザ（Google 

Chrome、Microsoft Edge、Mozilla 

Firefox）を利用することを想定し設計さ

れていたが、改修した DASシステムでは可

能な限りスマートフォンへの対応も考慮し

プログラム開発を行った。 

 検査管理システムのために、新たに 4つ

のアクセス権（登録ユーザー、検査者、検

査管理者、管理者）を設置し、各ページに

指定したアクセス制限を設けた。また、未

対応事項を催促するメール機能と停止機能

を付与した。 

 

サーバー 

 改修した DASシステムの試験運用の際

は、不要なサービスを極力排し、十分なセ

キュリティ対策が施されたレンタルサーバ

ーを用意した。また、システムは自動的に

7日ごとに毎日、1ヶ月ごとに 1週間、1年

ごとに 1ヶ月、以降は 1年ごとにバックア

ップを実施し、そのバックアップ内容を確

認および容易に復元できるように構築し

た。 

 

開発環境 

 本システムの開発環境（php、mysql等）

は現時点で最新のものを使用し、サードパ

ーティ製のアプリやサービスを不用意に利

用しないように注意を払った。また、本シ

ステムのコンテンツ作成を容易にするため

に、WordPress等の環境を用意した。 

 

その他ページ制作時の留意点 

 本システムは、検索エンジンに引っかか

らないようにした。コンテンツとして要し

た全ての表には、ソート、フィルター、エ

クスポート機能を付与した。全てのコンテ

ンツ内のリンクは、相対パスを使用した。

HTML要素・属性には小文字で記述し、大文

字は使用しなかった。img要素には

width,heightを必ず設定した。HTML要素

は文書構造を示す為だけに使用し、整形す

る為には使用しなかった。基本的な構造、

整形は CSSを使って行い、また過剰な全体

適用は避けた。クラス名、ID名は簡潔に

し。アンダーバーの過剰使用を避けた。全

てのページで DOCTYPE宣言を記述した。全

てのページで言語属性(lang属性)の必ず指

定した。各ページの meta http-equivは必

ず指定した。frame要素は使用しなかっ

た。table要素は表組としてのみに使用

し、レイアウトとして使用しなかった。コ

ンテンツ毎にディレクトリを作成しその中

でファイルを管理することとするが、共通

のコンテンツ、ファイルに関しては共有の

ディレクトリ内で管理することとした。 

 

セキュリティ対策 

 本システムは、別紙 10に記載したセキ

ュリティ対策を施した。 

 

個人情報の取扱い 

 保有個人情報の取扱いについては、 厚

生労働省保有個人情報管理規程に従った。

また、本システム中の個人情報を取得する

際には、利用目的を明示することとした。 

 

（倫理面への配慮） 

該当なし。 
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Ｃ．研究結果 

 

システムのトップ画面 

 改修システムのトップ画面（図 1）に

は、新規ユーザー登録とログイン用の入力

フォームを用意した。新規ユーザー登録で

は、所属を選択した後、所属組織名、郵便

番号、メールアドレス、電話番号を入力す

れば、パスワードが発行される仕組みとし

た。ログイン用の入力フォームには、登録

したメールアドレスと発行されたパスワー

ドを用いて、ログインすることができるよ

うにした。また、改修システムを訪問する

一般の方のために、各病原体の概要を記し

たページが用意した（図 2）。  

  

改修システムにおける死亡鳥・死亡動物の

データ登録と閲覧 

本調査の指標となるカラスを含む鳥類

や、その他動物の生息数の多い場所で、日

常的かつ継続的な観察が可能であることを

条件とし、調査対象場所として、全国の大

規模公園や空港等が適当と判断されてい

る。これら調査地点での死亡鳥や死亡動物

数を自治体や検疫所担当者が確認し、デー

タを DASシステムに入力する。DASシステ

ム内のデータベースに記録されたデータ

は、随時閲覧可能となる。データの閲覧ペ

ージには、月別、年別、年月別死亡個体数

の変動のグラフの他に、地域を特定するた

めの表等が用意されており、任意のデータ

内容を確認することができる（図 3）。 

 

愛玩動物の病原体検査管理システム 

 近年、愛玩動物からヒトへの感染リスク

を持つ病原体の感染状況を把握する需要も

増してきたことから、これらの情報を一元

管理する手軽なシステムが望まれていた。

そこで改修システムには、電子カルテベー

スの病原体検査システムを取り入れた（図

4）。このシステムでは、3種類のアクセス

権（登録ユーザー（検査依頼者）、検査

者、検査管理者）が設定され、以下のフロ

ーに従い検査実施やデータ入力を行う。①

動物病院等の検査依頼者が必要事項を電子

カルテに入力、②検査管理者が検査依頼の

承認/非承認を決定、③検査依頼者が検体

送付、④検査機関が検体を受け取り、⑤検

査機関が結果を入力し、⑥検査管理者が結

果の通知。各段階では該当する人のみがデ

ータ入力可能となるが、検体に関与する関

係者は検査状況がリアルタイムで把握でき

るようになっている。また、このシステム

は、対象とする病原体や検査項目、検査担

当者も柔軟に拡張できるように作成した。 

  

Ｄ．考察 

 

野生動物の死亡個体数集計と、愛玩動物

等の病原体感染状況を把握する需要があ

り、これらの情報を一元管理する手軽なシ

ステムが望まれていた。そこで DASシステ

ムの改修を試みた。改修 DASシステムで

は、これまでの機能拡張で不必要に肥大化

していたプログラムコードを精査し、電子

カルテシステムを中核とする検査管理シス

テムを新たに追加した。この改修した DAS

システムは今後試用を重ねる必要が有るも

のの、DASシステムを用いればわが国にお

ける特定地点の野生動物死亡数の把握およ

び大量死の監視が容易となると考えられ

た。しかし、令和２年度「国内の病原体サ

ーベイランスに資する機能的なラボネット

ワークを強化するための研究」によると、

地方自治体の方々は業務に追われる中で、

我々が実施している DASシステムを用いた

死亡鳥および死亡動物の調査の意義は認め

ているものの、調査協力には負担を感じて

いることが明らかとなっている。このこと

から、今後の調査拡大のためには、DASシ

ステムの入力作業軽減が必要と考えられ

た。また、新たに導入した検査管理システ

ムを用いれば、愛玩動物の SFTSや新型コ

ロナウイルス感染症の浸潤状況を容易に把

握できる環境を提供できる可能性が示唆さ

れた。 

 

Ｅ．結論 

 

改修した DASシステムを用いれば、わが

国における特定地点の野生動物死亡数の把

握および大量死の監視が可能となる。ま
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た、動物の SFTSや新型コロナウイルス感

染症の浸潤状況を容易に把握できる環境を

提供可能とした。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当なし。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

該当なし。 

 

２．学会発表 

該当なし。 

 

 

３．講演会 

該当なし。 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

該当なし。 

 

２．実用新案登録 

該当なし。 

 

３．その他 

該当なし。 
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図表 

 

  
図 1. トップ画面 
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図 2．各病原体の概要例 
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図3．死亡鳥・死亡動物のデータ閲覧 
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図 4．病原体検査管理システム




